
 

 

「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」の改定について 

 

１ 計画の性格・構成等 

 (1) 「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」の性格 

   超高齢化社会の到来を予測し、明るい長寿社会を拓く湖の理想郷づくりを目指す「レイカデ

ィア構想」（昭和 62 年）の系譜を引き、平成 18 年３月から老人福祉計画・介護保険事業支

援計画として一体的に策定。 

   下記の法定計画として位置づけ 

   ○老人福祉法第 20 条の９の規定に基づく老人福祉計画 

   ○介護保険法第 118 条の規定に基づく介護保険事業支援計画 

(2) 計画の期間（３年） 

    ○現行計画：令和６年（2024 年）度から令和８年（2026 年）度 

    ○次期計画：令和９年（2027 年）度から令和 11 年（2029 年）度 

 

２ 計画改定のポイント 

    〇介護保険法の改正等、制度改正を踏まえたものとする。 

〇高齢者人口がピークを迎える2040年に向けて、高齢化や人口減少のスピードが異なる

中、地域の実情を踏まえた計画とする。 

〇医療介護連携の観点から、保健医療計画（地域医療構想を含む）や「滋賀県における在

宅医療等推進のための基本方針」との整合を図る。 

○「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に基づく「認知症施策推進基本計

画」が策定されたことを踏まえて、県が策定する計画として位置付ける。 

 

３ 策定時期（予定）※詳細なスケジュールは別紙のとおり 

   令和８年 ６月           第１回高齢化対策審議会 

   令和８年 ９月           第２回高齢化対策審議会 

   令和８年 11 月          第３回高齢化対策審議会 

   令和８年 12 月～令和９年１月  県民政策コメント 

   令和９年 ２月           第４回高齢化対策審議会 

   令和９年 ３月           策定 

 

 

令和８年３月２７日  

高 齢 化 対 策 審 議 会 

資 料 ４ 



１．次期介護保険制度改正について
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介護保険制度の見直しに関する意見（概要）
（令和７年12月25日 社会保障審議会介護保険部会）

○2040年には、介護と医療の複合ニーズを抱える85歳以上人口、認知症高齢者、独居の高齢者等の増加と同時に、生産年齢人口の減少が見込まれる中、
地域の規模によって高齢化・人口減少のスピードに大きな差が生じることも踏まえ、早急な対応が求められる。

○このような社会環境の変化の中にあっても、高齢者の自己決定に基づき、必要なサービスを受けられ、希望する場所で安心して生活できる社会を実現
するため、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの深化や、これらを通じた地域共生社会の更なる実現・深化を行うことが必要。

○福祉サービス間の連携に加え、介護や福祉以外の地域資源（地域におけるまちづくりや高齢者の移動支援等の取組）との効果的な連携が重要。

１．地域の類型を踏まえたサービス提供体制・支援体制
○地域の類型の考え方
・計画策定プロセスにおいて、該当する地域類型を意識しながら、 都
道府県・市町村等の関係者間で議論を行うことが必要である

○中山間・人口減少地域（サービス需要が減少する地域）
・サービス提供の維持・確保を前提として、利用者への介護サービスが
適切に提供されるよう、新たな柔軟化のための枠組みを設ける

・特別地域加算の対象地域を基本としつつ、高齢者人口の減少に着目し
た地域の範囲について国において一定の基準を示す（市町村内の一部エ
リアを特定することも可能）★

・対象地域は、計画策定プロセスにおいて市町村の意向を確認し、都道
府県が決定する

○大都市部（2040年にかけてサービス需要が増加し続ける地域）
○一般市等（2040年までの間にサービス需要が増加から減少に転じる地域）
・高齢者人口の増減・サービス需要の変化の見通しに基づき、現行制度
の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確保が求められる

２．中山間・人口減少地域における柔軟な対応等
○特例介護サービスの枠組みの拡張
・中山間・人口減少地域において、職員の賃金の改善に向けた取組、
ICT機器の活用や、サービス・事業所間の連携等を前提に、職員の負
担への配慮やサービスの質の確保の観点も踏まえ、管理者や専門職の
常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うため、特例介護サービスに
新たな類型を設ける（施設サービスや特定施設入居者生活介護も対象）★

○地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
・特例介護サービスの新たな類型の枠組みにおいて、例えば訪問介護に
ついて、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と別途、包括的
な評価（月単位の定額払い）を選択可能とする ★

○介護サービスを事業として実施する仕組み
・中山間・人口減少地域における柔軟なサービス基盤の維持・確保の選
択肢の一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村が関与する事業
（地域支援事業の一類型）により、給付と同様に介護保険財源を活用し、
事業者がサービス提供を可能とする仕組みを設ける

○介護事業者の連携強化
・地域の法人・事業所が一定期間にわたり事業継続する役割を担い、複
数事業所間の連携を促進し、業務効率化等の取組を推進する仕組みを
設け、必要な支援を行う ★

○既存施設の有効活用
・国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を別の用途に供する際、
一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充する

○調整交付金の在り方
・より精緻な調整を行う観点から、年齢区分を３区分から７区分に変更する

３．大都市部・一般市等における対応
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の統合
・夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と
統合する

※多様なニーズに対応したサービスを提供するため、高齢者のニーズに沿った
多様な住まいの充実（Ⅱ３）、テクノロジーの活用支援（Ⅲ２）等の取組を
併せて推進する

Ⅰ 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 ★：今後、詳細の要件や報酬設定等について介護給付費分科会等で議論することとされている項目
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１．地域包括ケアシステムの深化に向けて
・2040年に向けて、可能な限り住み慣れた地域で自立して日常生活を
営むことができるよう、都道府県・市町村及び関係者が地域の状況に
合わせて地域包括ケアシステムを深化させることが必要である

２．医療・介護連携の推進
○医療と介護の協議の場等
・総合確保方針に基づく協議の場を再編成するとともに、2040年に向
けた介護の提供体制等について本格的に議論する体制を構築する

３．有料老人ホームの事業運営の透明性確保、高齢者への住まい支援
○有料老人ホームにおける安全性及び質の確保
・中重度の要介護者等を入居対象とする有料老人ホームについて登録制
といった事前規制を導入する

・あわせて、更新制や一定の場合に更新を拒否する仕組みを導入する
・事業廃止や停止等の場合の関係者との連絡調整を義務付ける

○入居者による有料老人ホームやサービスの適切な選択
・契約書や重要事項説明書の契約前の書面説明・交付を義務付ける

○入居者紹介事業の透明性や質の確保
・公益社団法人等が優良事業者を認定する仕組みを創設する

○いわゆる「囲い込み」対策の在り方等
・介護事業所と提携する有料老人ホームにおいて、ケアマネ事業所やケ
アマネジャーの独立性を担保する体制を確保する

・住まい事業と介護サービス等事業の会計を分離独立させる

○住まいと生活の一体的支援
・改正セーフティネット法も踏まえ、居住施策との連携を促進する

４．介護予防の推進、総合事業の在り方
○介護予防・日常生活支援総合事業
・都道府県の伴走支援や多様な主体とのつながりづくり等の更なる支援を
推進するとともに、総合事業の実施状況等を把握する仕組みを構築する

○介護予防を主軸とした多機能の支援拠点
・高齢者の介護予防を主軸とし、障害、子育て、生活困窮等の地域の抱
える課題の支援を一体的に実施する多機能の拠点を整備する

５．相談支援等の在り方
○頼れる身寄りがいない高齢者等への支援
・ケアマネジャーの法定外業務（いわゆるシャドウワーク）として実施せざる
を得ないケースも多い、頼れる身寄りがいない高齢者等の抱える生活課題
について、地域課題として議論できるよう地域ケア会議の活用を推進する

・包括的支援事業（総合相談支援事業等）において頼れる身寄りがいない
高齢者等への相談対応等を行うことを明確化する

○介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの在り方
・介護予防ケアマネジメントについて居宅介護支援事業所の直接実施を可能とする

○ケアマネジャーの資格取得要件、更新制・法定研修の見直し等
・介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件である国家資格を追加す
るとともに、実務経験年数を５年から３年に見直す

・介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みを廃止し、引き続き定期
的な研修の受講を行うことを求め、事業者への必要な配慮を求める

○有料老人ホームに係る相談支援
・登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者に係るケアプ
ラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設する★

６．認知症施策の推進等
・自治体の認知症施策推進計画の策定を通じて共生社会の実現を推進する

Ⅱ 地域包括ケアシステムの深化

１．総合的な介護人材確保対策
○人材確保のためのプラットフォーム
・都道府県単位で人材確保のためのプラットフォームを構築する

２．介護現場の職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援、協働化等の推進
○生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等
・国及び都道府県の責務として位置付ける
・人材確保のためのプラットフォームの中で、生産性向上による職場環
境改善、経営改善支援等に向けた関係者との連携の枠組みを構築する

・人材確保や生産性向上による職場環境改善、経営改善支援等について、
都道府県計画における位置付けを明確化する

・国・都道府県においてテクノロジーの更なる活用を支援する

○事業者間の連携、協働化等
・バックオフィス業務等の間接業務の効率化等を進める

○科学的介護の推進
・国に科学的介護を推進していく役割があることを明確化する

Ⅲ 介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援
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１．2040年を見据えた介護保険事業（支援）計画の在り方
○中長期的な推計、2040年に向けた地域課題への対応
・2040年に向けた中長期的な推計を計画の記載事項に追加する
・地域における2040年に向けたサービス提供の在り方について、都道
府県・市町村及び関係者間で議論を行う

２．給付と負担
○１号保険料負担の在り方
・被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行う

○「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準
・能力に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点
から、「一定以上所得」の判断基準の見直しについて検討する必要があ
る。検討に当たっては、介護サービスは長期間利用されること等を踏ま
えつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生
活実態や生活への影響等に加えて、令和８年度に見込まれる医療保険制
度における給付と負担の見直し、現在補足給付について行われている預
貯金等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、本部会で継続検討し、第10
期介護保険事業計画期間の開始（令和９年度～）の前までに、結論を得る

・「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性や
利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行う

○補足給付に関する給付の在り方
・第３段階②の負担限度額の上乗せを行う（令和８年度～）
・第３段階①と②をそれぞれ２つ（ア・イ）に区分し、第３段階①イ・
②イの負担限度額の上乗せを行う（令和９年度～）

○多床室の室料負担
・在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえつつ、介
護給付費分科会において検討を行う ★

○ケアマネジメントに関する給付の在り方
・住宅型有料老人ホームの入居者に関して、ケアプラン作成を含めて利
用者負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点
から、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者
に係る新たな相談支援の類型（Ⅱ５）に対して利用者負担を求めるこ
とが考えられるところ、丁寧に検討を行う

○軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
・多様なサービス・活動の整備の進捗状況、従前相当サービス等における専
門職の役割、専門職によるサービスと地域の支え合いの仕組みの連携の実
施状況など、検討に必要なデータを多角的に収集・分析しつつ、市町村の
意向や利用者への影響等も踏まえながら、引き続き、包括的に検討を行う

○被保険者範囲・受給者範囲
・介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行う

○金融所得、金融資産の反映の在り方
・金融所得の保険料や窓口負担等への反映については、後期高齢者医療
制度での対応状況も踏まえつつ、将来的な導入について、制度面・運
用面等の総合的な観点から、引き続き検討を行う

・金融資産の反映の在り方については、政府として預貯金等へのマイナ
ンバーの付番を推進し、その状況を踏まえて、預貯金等の確認でのマ
イナンバーの活用について、引き続き検討を行う

○高額介護サービス費の在り方
・制度の運用状況を踏まえ、引き続き検討を行う

３．その他の課題
○介護被保険者証の事務・運用
・65歳到達時の交付から要介護認定申請時等の交付に変更する
・電子資格確認を導入する ・資格喪失時等の返還義務を一部免除する
・65歳到達時等の機会を捉えて、介護保険についての広報啓発を行う

○高齢者虐待防止の推進
・高齢者住まいにおける高齢者虐待防止の取組を推進する

○介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進
・全国レベルでの情報収集・分析を行い、事故発生の防止に有用な情報
を介護現場にフィードバックする

○要介護認定
・申請代行が可能な者を拡大する
・主治医意見書の事前入手が可能である旨を明確化する

○特定福祉用具販売
・貸与と販売の選択制の導入に伴い利用者への継続的な関与が必要とさ
れていることを踏まえた制度上の所要の整備を行う

○国民健康保険団体連合会の業務
・介護報酬に関連する補助金の支払事務について、委託を受けて行うこ
とを可能とする

Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
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今後のスケジュール（イメージ）

2029年度2028年度2027年度2026年度2025年度2024年度

介護保険事業計画

制度改正等の
スケジュール

報酬改定の
スケジュール

制度改正の施行
所要の
制度改正

第10期介護保険事業計画第９期介護保険事業計画

市町村保険料改定

介護保険部会

12/23
議論開始

12/25
とりまとめ

（※）「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会

2040
検討会

報
告

7

(※)

年内
とりまとめ

介護給付費
分科会 令和９年度介護報酬改定
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厚生労働省 老健局

基本指針について

資料１－１
社会保障審議会

介護保険部会（第134回）
令和８年３月９日
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○都道府県知事は、介
護保険施設等につい
て、必要定員総数を
超える場合に、指定
等をしないことがで
きる。

○ 区域（老人福祉圏域）の設定

○ 市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
※介護保険施設、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設

入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※混合型特定施設に係る必要定員総数を設定することもできる（任意）

○ 市町村が行う介護予防・重度化防止等の支援内容及び目標 ○ その他の事項

○保険料の設定

○市町村長は、地域密
着型の施設等につい
て、必要定員総数を
超える場合に、指定
をしないことができ
る。

○ 区域（日常生活圏域）の設定

○ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○ 各年度における地域支援事業の量の見込み

○ 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標 ○ その他の事項

○ 介護保険法第116条第１項に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総
合確保方針に即して、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める

※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す

国の基本指針(法第116条、９期指針：令和６年厚生労働省告示第18号）

基盤整備

市町村介護保険事業計画(法第117条) 

都道府県介護保険事業支援計画(法第118条)

○ 保険給付の円滑な実施のため、３年間を１期とする介護保険事業（支援）計画を策定している。

保険料の設定等

介護保険事業(支援)計画について
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現段階における、第10期介護保険事業計画の作成に向けたスケジュール

国都道府県市区町村年月

令和7年12月

令和8年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月

令和9年1月
2月
3月

4月 第１０期介護保険事業計画スタート

・介護保険事業計画を議会に報告
・介護保険条例の改正

介護保険事業支援計画を
議会に報告

サービス見込量、保険料の仮設定 サービス見込量の仮設定

サービス見込量等の設定作業開始 推計ツール確定版の提供

課長会議（基本指針案の提示）

計画作成のための調査分析・準備

都道府県との調整

見える化システムで見込量と保険料を報告（～
3月）

国との調整
市町村の広域調整

都道府県との調整

サービス見込量の設定作業

・調査結果、サービス給付実績等を分析・考察

・計画に盛り込む内容を検討

報酬改定率等の係数を設定

・市町村の現状分析や中長期的な推計にあたり都道府県が積極的に関与
・都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を開催

推計ツール暫定版、地域分析ツール①の提供※1

連絡会議等で市町村へ情報提供

連絡会議等で市町村へ情報提供

介護保険制度の見直しに関する意見
（社会保障審議会介護保険部会）

介護報酬改定

介護保険部会（基本指針見直し方針の議論）

介護保険部会（基本指針見直し案の議論）

地域分析ツール②の提供※2

課長会議（第10期計画に関する基本的考え方を提示）

基本指針の告示

※１ 500mメッシュ別人口データ（年代別、2050年まで５年刻み）を地図上に表示する機能の追加。
※２ 各市町村の｢地域の概況｣、｢サービス提供体制｣、｢医療介護連携｣に関連する主な指標を対全国比の偏差値として算出し、レーダーチャートで表示する機能の追加。

特
別
国
会
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第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項

一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現

二 中長期的な目標 三 医療計画との整合性の確保 四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の推進

五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等 六 介護に取り組む家族等への支援の充実 七 認知症施策の推進

八 高齢者虐待防止対策の推進 九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進 十 介護サービス情報の公表 十一 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

十二 効果的・効率的な介護給付の推進 十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携

十四 介護保険制度の立案及び運用に関するPDCAサイクルの推進 十五 保険者機能強化推進交付金等の活用 十六 災害・感染症対策に係る体制整備

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項

一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項

１ 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等

２ 要介護者等の実態の把握等 ３ 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備

４ 中長期的な推計及び第９期の目標 ５ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表

６ 日常生活圏域の設定

７ 他の計画との関係 ８ その他

前文

二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項

１ 日常生活圏域

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

３ 各年度における地域支援事業の量の見込み

４ 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の

軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組及び目標設定

第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項

１ 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等

２ 要介護者等の実態の把握等 ３ 都道府県介護保険事業支援計画の作成のための体制の整備

４ 市町村への支援 ５ 中長期的な推計及び第９期の目標

６ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表 ７ 老人福祉圏域の設定

８ 他の計画との関係 ９ その他

二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項

１ 老人福祉圏域 ２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

３ 市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介

護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定

４ 老人福祉圏域を単位とする広域的調整

５ 市町村介護保険事業計画との整合性の確保

１ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 ２ 介護給付等対象サービスの充実・強化 ３ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備

４ 日常生活を支援する体制の整備 ５ 高齢者の住まいの安定的な確保

第９期 介護保険事業（支援）計画 基本指針の構成

三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進のため重点的に取り組むことが必要な事項

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

３ 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のための方策

４ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等

５ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関する事項

６ 認知症施策の推進

７ 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居

定員総数

８ 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関する事項

９ 市町村独自事業に関する事項

10 災害に対する備えの検討

11 感染症に対する備えの検討

（一）在宅医療・介護連携の推進 （二）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 （四）地域ケア会議の推進

（五）高齢者の居住安定に係る施策との連携

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進のための支援に関する事項

２ 介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項

３ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等

４ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項

５ 認知症施策の推進

６ 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居

定員総数

７ 介護サービス情報の公表に関する事項

８ 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

９ 災害に対する備えの検討

10 感染症に対する備えの検討

（一）在宅医療・介護連携の推進 （二）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 （四）地域ケア会議の推進
（五）介護予防の推進 （六）高齢者の居住安定に係る施策との連携

第四 指針の見直し

別表

三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
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基本指針の検討にあたって考慮すべきと考えられる要素

今後の基本指針の検討にあたって考慮すべきと考えられる要素としては、例えば下記のようなものが考えられる。

＜介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和７年12月25日）関係＞
○ 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築
・ 中山間・人口減少地域における柔軟な対応等

○ 地域包括ケアシステムの深化
・ 医療・介護連携の推進
・ 有料老人ホームの事業運営の透明性確保、高齢者への住まい支援
・ 介護予防の推進、総合事業の在り方
・ 相談支援等の在り方
・ 認知症施策の推進等

○ 介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援
・ 総合的な介護人材確保対策
・ 介護現場の職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援、協働化等の推進

○ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
・ 2040年を見据えた介護保険事業（支援）計画の在り方 等

＜福祉部会「社会保障審議会福祉部会報告書」（令和７年12月18日）関係＞
○ 介護人材の確保・育成・定着 等

＜「医療法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第87号）関係＞
○ 入院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決
を図る新たな地域医療構想の策定

○ 介護保険事業（支援）計画におけるロジックモデルの活用（医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
（令和７年12月４日参議院厚生労働委員会））

○ 本指針を定めるに当たり、即するものとされている医療情報化推進方針の策定（改正後の介護保険法第116条）等
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2040年を見据えた介護保険事業（支援）計画の在り方

（中⾧期的な推計）
○ 市町村が定めている中⾧期的な推計について、介護保険事業計画の記載事項として位置付けを明確化し、都道府県について
も、2040年に向けての中⾧期的な推計を介護保険事業支援計画の記載事項へ追加し、必要な情報提供や助言、協議の場の設
置等により支援や調整を行っていくことが適当である。
（2040年に向けた地域課題への対応）
○ 2040年に向けた中⾧期的な推計により、都道府県と市町村が共通の課題認識を持った上で、地域における2040年に向けた
サービス提供の在り方について、中山間・人口減少地域対応や医療 ・介護連携、人材確保・生産性向上、高齢者住まいなど、
明らかになった地域課題への対応の観点を含めて、都道府県・市町村及び関係者間で議論を行うことが必要である。

○ このため、介護保険事業（支援）計画において、都道府県及び市町村が以下の内容について記載することが適当である。
・ 2040年に向けての中⾧期的な推計
・ 中山間・人口減少地域対応として特例介護サービスの新たな類型や新たな事業の仕組み等の導入及び導入地域
・ 総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場において検討した医療 ・介護連携に係る提供体制の構築に必要な取組
・ 有料老人ホームにおける入居定員総数及び要介護者の入居状況
・ 市町村の総合事業の基盤整備を推進するため、都道府県が伴走的な支援や多様な主体とのつながりづくり等の更なる支援
を推進すること
・ 人材確保や生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等に係る地域の目標及びその達成に向けた方策

○ その際、中⾧期の地域課題について、保険者である市町村単位で検討することを基本とした上で、都道府県も関与しながら
市町村を越えた広域的な議論をする仕組みが必要であり、第10期介護保険事業計画期間から、都道府県と市町村が既存の介護
保険事業（支援）計画の策定プロセスの中で実効的なすり合わせを行うとともに、地域の状況に応じ順次、介護保険事業計画
について老人福祉圏域単位等で調整・協議するための会議体を設置するなど、地域における2040年に向けたサービス提供の
在り方について、本格的に議論するための体制を構築することが適当である。

介護保険制度の見直しに関する意見（令和７年12月2 5日）（抜粋）

5

○ 2040年にかけて地域のサービス需要が変化していく中で、第10期介護保険事業（支援）計画から、都道府県が積極的に関与しな
がら、2040年等の中⾧期の介護サービス見込量を見据えて策定していくことが更に重要となる。

○ その際、「中山間・人口減少地域対応」「医療・介護連携」「高齢者向け住まい」「人材確保、生産性向上・経営改善支援」等に
ついて、第９期までの取組を前提に、第10期計画における位置付けを明確化した上で、必要な取組を進めることが必要。
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6

○介護サービス基盤の計画的な整備
① 介護保険事業（支援）計画の策定
・ 中⾧期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、都道府県と市町村が2040年度を見据えた中⾧期
的な推計を実施し、共通の課題認識を持った上で、地域の関係者を含めてサービス提供体制の在り方を検討。

・ 計画策定における都道府県の関与や医療・介護連携の強化等のため、計画の策定過程における議論のプロセスを整理。
・ 計画策定に当たって都道府県・市町村や関係者が確認すべき指標や状況の提示等により、地域の現状把握・分析や計画
策定を支援。

② 地域の実情に応じたサービス提供体制の構築
・ 地域の類型（中山間・人口減少地域、大都市部、一般市等）を念頭に置いた計画策定。中山間・人口減少地域において
は、関係者の意見を聞きながら、必要な対応（人材確保や生産性向上等の施策、特例介護サービスの新たな類型の活用
等）について議論。

・ 医療との連携状況や有料老人ホーム等の高齢者向け住まいの入居の状況等を踏まえたサービス提供体制の構築。
○地域包括ケアシステムの深化
① 総合事業の多様なサービス・活動の充実に向け、多様な主体とのつながりづくり等の更なる支援や質の向上を図るための
分析・評価等を推進。

② 頼れる身寄りがいない高齢者等の生活ニーズを地域課題として解決するため、関係者を含めて地域全体で対応を協議し、
切れ目のない支援が提供される地域づくりを推進。

③ 認知症基本法及び認知症施策推進基本計画を踏まえた取組の推進。
○介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援等

① 都道府県が主体となって介護人材確保に関するプラットフォームを構築し、地域の関係者が協働して課題解決に向けた
実践的な取組を推進。

② テクノロジーの更なる活用等による生産性向上や、協働化・大規模化の推進等による経営基盤の強化等を推進。

※ 法律改正事項については、今後法案を提出し、成立した後にその内容を反映した上で審議会で議論予定

第10期介護保険事業（支援）計画の基本指針に盛り込むことが考えられる主な事項のイメージ
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基本指針の構成について①（第一 基本的事項）

現行改正案

一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現
１ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進
２ 介護給付等対象サービスの充実・強化
３ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
４ 日常生活を支援する体制の整備
５ 高齢者の住まいの安定的な確保

二 中⾧期的な目標
三 医療計画との整合性の確保
四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備
の推進

五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等
六 介護に取り組む家族等への支援の充実
七 認知症施策の推進
八 高齢者虐待防止対策の推進
九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
十 介護サービス情報の公表
十一 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
十二 効果的・効率的な介護給付の推進
十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携
十四 介護保険制度の立案及び運用に関するPDCAサイクルの推進
十五 保険者機能強化推進交付金等の活用
十六 災害・感染症対策に係る体制整備

一 2040年に向けた地域包括ケアシステムの深化と地域共生社会の実現
１ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進
２ 地域の実情に応じた介護給付等対象サービスの充実・強化
３ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
４ 日常生活を支援する体制の整備
５ 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整
備の推進

６ 介護に取り組む家族等への支援の充実
７ 認知症施策の推進
８ 高齢者の住まいの安定的な確保
９ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保並びに介護現場の生産性の向上の推進及
び経営改善支援等

10 その他介護保険事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
（一）高齢者虐待防止対策の推進
（二）介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
（三）介護サービス情報の公表
（四）介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
（五）災害・感染症対策に係る体制整備

二 介護保険事業（支援）計画の作成に関する事項
１ 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携
２ 地域医療構想等との整合性の確保
３ 効果的・効率的な介護給付の推進
４ 介護保険制度の立案及び運用に関するPDCAサイクルの推進
５ 保険者機能強化推進交付金等の活用

統合

8※ 法律改正事項については、今後法案を提出し、成立した後にその内容を反映した上で審議会で議論予定

現時点のイメージ
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■レイカディア滋賀 高齢者福祉プランの改定（次期：令和８年度～10年度）に係る年間スケジュール

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
介護保険部会（基
本指針の見直し方
針）

全国介護保険・高
齢者保健福祉担当
課長会議（基本的
な考え方）

推計ツール暫定
版、地域分析ツー
ル①の提供

地域分析ツール②
の提供

介護保険部会（基
本指針の見直し
案）

全国介護保険・高
齢者保健福祉担当
課長会議（基本指
針案）

基本指針（案）：
事前の情報提供

基本指針の告示

介護報酬改定率の
係数設定

介護報酬改定

滋賀県 （骨子案）知事協
議

庁議（骨子案） 庁内へ意見照会
市町へ意見照会

（素案）知事協議
庁議（素案）

パブリックコメン
トによる県民から
の意見募集

（案）知事協議
庁議（案）

策定

高齢化対
策審議会

令和７年度第２回
審議会
（諮問）

令和８年度第１回
審議会
（骨子案）

令和８年度第２回
審議会
（素案、本文あ
り）

令和８年度第３回
審議会
（原案、答申）

令和８年度第４回
審議会
（案）

県議会 一斉常任委員会報
告（案件）

【閉会中】
常任委員会報告
（骨子案）

【11月議会】
常任委員会報告
（素案、本文あ
り）

【２月議会】
常任委員会報告
（案）

調査等 子どもの声調査 サービス・施設量
調査（１回目）

市町ヒアリング実
施（計画全般）

サービス・施設量
調査（２回目）

サービス・施設量
調査（３回目）

市町 計画策定のための
各種調査の実施、
分析 市町研修・意見交

換会

【市町議会】介護
保険条例の改正

サービス
量

サービス見込量等
の設定作業開始

サービス見込量等
の推計報告
（１回目）

サービス見込量等
の設定報告
（２回目）

サービス見込量等
の設定報告
（３回目）

施設整備 整備計画報告
（１回目）

整備計画報告
（２回目）

整備計画報告
（３回目）

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
令和７年度第３回
在宅医療等推進協
議会

市町保健所在宅医
療等担当者会議

令和８年度第１回
在宅医療等推進協
議会（骨子案）

令和８年度第２回
在宅医療等推進協
議会
（改正案）

修正版を各委員・
市町へ意見照会

令和８年度第３回
在宅医療等推進協
議会
（改定案最終確認
と次年度に向けた
取組共有）

1/22
滋賀県認知症施策
推進会議（骨子検
討）

市町認知症担当者
会議①

滋賀県認知症施策
推進会議（改正
案）

市町認知症担当者
会議②

令和７年度第３回
介護職員人材育
成・確保対策連絡
協議会

令和８年度第１回
介護職員人材育
成・確保対策連絡
協議会

令和８年度第１回
外国人介護人材確
保対策部会

令和８年度第２回
外国人介護人材確
保対策部会

令和８年度第２回
介護職員人材育
成・確保対策連絡
協議会

介護人材需給推計
(中間値推計）

令和８年度第３回
外国人介護人材確
保対策部会

令和８年度第３回
介護職員人材育
成・確保対策連絡
協議会

介護人材需給推計
(最終値推計・中
間値国報告）
※4月最終値国報
告

令和７年度 令和８年度

介護職員人材の確
保・育成

認知症施策の推進

厚労省

在宅医療の推進



１ 基本理念
誰もが自分らしく幸せを感じられる「健康しが」の実現

～ 高齢期の暮らしを支える滋賀の「医療福祉」の推進 ～

２ 基本目標

地域包括ケアシステムの深化・充実による共生社会づくり

高齢化率等 高齢化率 高齢化率

高齢者世帯

高齢者世帯
要介護(要支援)認定者
ア 認定者数

イ 認定率

(3) サービスの質の確保と自立支援に向けた事業所の取組の推進

１ 計画の位置づけ
県の「老人福祉計画」と「介護保険事業支援計画」を一体化した高齢者施策に
関する総合的な計画

２ 計画期間 令和６年度～令和８年度の３年間

(4) サービス選択を可能にする仕組みづくり

(2)健康づくりと介護予防
① 健康寿命の延伸・健康格差の縮小 ⑤ 地域リハビリテーションの推進
② 健康なひとづくり ⑥ 要介護状態の改善と重度化予防
③ 健康なまちづくり
④ 市町が行う地域づくりによる介護予防への支援

(2) 医療福祉・在宅看取りの推進
① 入退院と在宅療養との切れ目ない円滑な連携の促進
② 在宅療養を支援する医療・介護資源の整備・充実とﾈｯﾄﾜｰｸ活動の促進
③ 新たな在宅医療ﾆｰｽﾞに対応できる人材の育成とｽｷﾙｱｯﾌﾟの仕組みの構築
④ 本人が望む場所での日常療養から人生の最終段階におけるｹｱ、看取りが可
能な体制づくり（QODの向上）
⑤ 在宅療養を支援する多職種・多機関連携をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄする拠点機能の充実
⑥ 本人の暮らしを中心に据えた医療福祉の推進

住民運営の通いの場の
数
（R1実）2,247団体
（R2目）1,250団体

訪問診療を受けること
ができる年間実患者数
（H30実） 9,918人
（Ｒ2目）10,380人

主な個別指標

認知症相談医数

（R4）427人
（R8）510人

介護給付適正化のた
めの主要３事業すべ
てに取り組む市町数

（R5）19市町
（R8）19市町

特別養護老人
ホームの定員数
（R5）7,860人
（R8）7,938人

介護職員数
（R4）20,549人
（R8）22,300人

序章 計画の策定にあたって

第１章 高齢者を取り巻く状況
（2020年 → 2025年 → 2040年）

第１節 誰もがいきいきと活躍できる共生社会づくり／みんなで創る「健康しが」

(1)高齢者一人ひとりの取組の推進
① 生きがいづくり・社会参加・就労支援・ボランティア活動 ② 健康なひとづくり・介護予防とリハビリテーション
（老人クラブ、レイカディア大学等） （栄養・食生活、運動・身体活動等）

第４節 2040年を支える介護職員等の確保・育成・定着の推進

第３節 暮らしを支える体制づくり

(1) 医療福祉・在宅看取りの推進
① 望む場所での日常療養支援体制の整備 ⑤ 感染症・災害発生時の対応体制の整備
② 病院から在宅療養の移行への切れ目のない入退院支援体制の構築 ⑥ 多職種・多機関連携をコーディネートする圏域・市町の拠点機能の充実
③ 急変時対応体制の整備
④ 望む場所で人生の最終段階の支援を受け、本人・家族が望む最期を迎えることができる体制整備

(2) 高齢者の暮らしを支える連携の仕組みづくり

① 地域包括支援センターの取組支援 ② 地域ケア会議の取組の推進★

(3)高齢者の権利擁護支援の推進

① 高齢者虐待等の防止の推進 ② 権利擁護支援に係る体制整備等の推進★

第２節 認知症の人や家族等が自分らしく暮らす地域づくり

(1) 認知症への理解を深めるための普及啓発の推進★

（認知症サポーター、キャラバンメイトの養成等）

(2) 認知症の人と家族等を支える地域づくり

(3) 認知症の人の社会参加の促進（雇用継続の支援、企業への普及啓発）

第６節 介護保険制度の安定的運営と市町支援
(1) 介護給付適正化に向けての取組（主要３事業を柱とした取組等）

(2) 自立支援・重度化防止等に向けた市町（保険者）支援
(3) サービスの質の確保と自立支援に向けた事業所の取組の推進（事業所指導、研修等）

健康寿命

（R3）男性81.19歳
女性84.83歳

（R8）健康寿命の延伸

訪問診療を受けた
年間実患者数
（R4）12,438人
（R8）14,033人

★は重点的取組、下線は変更項目

「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」（第９期プラン：令和６年度～令和８年度）

第２章 計画の目指すもの

第３章 分野別施策

[単身世帯]
[高齢夫婦世帯]

10.0％
12.6％

26.4％
13.2％
4.3％

[65歳以上]
[75歳以上]
[85歳以上]

→ 27.6％
→ 16.0％
→  5.0％

→ 33.7％
→ 19.0％
→ 8.5％

→ 11.0％
→ 12.6％

[65歳以上]
[75歳以上]

[65歳以上]
[75歳以上]

17.6％
31.7％

→ 18.7％
→ 29.7％

→ 21.7％
→ 36.3％

→ 71,518人
→ 65,497人

レイカディア大学卒業
生で地域活動実施者の
割合(卒業３年以内)

（R5）88.1％
（R8）95.0％

セーフティネット住宅
の登録数

（R5）11,844戸
（R8）12,000戸

→ 92,500人
→ 85,748人

65,315人
58,420人

目標達成に向け、重点的に取り組む事項

１ 地域包括ケアを支える人材の確保・育成・協働

介護人材や在宅医療に関わる専門職の確保・育成に取り組むとともに、地
域における支え合い活動などを担うＮＰＯやボランティアなどの育成を促進し
ます。

２ 地域の特性に応じた支援の充実

健康づくりや介護予防の観点から、住民やＮＰＯ、元気高齢者などの活動
を促進し、多様な担い手の協働による地域の支え合いを図ります。また、自立
支援・重度化防止に向けた市町の取組を支援し、市町のまちづくり・地域づく
りの取組につなげます。

３ 2040年を見据えた着実なサービス提供体制づくり

高齢化の進展や、地域医療構想の展開により見込まれるさらなる在宅医
療や介護サービスの需要に対応しながら、必要な人に必要な医療・介護サー
ビスを一体的に提供できる体制整備を図ります。

４ 感染症への対応や自然災害時に対する備えへの支援

新型コロナウイルス感染症により顕在化した課題への対応に取り組むほか
感染症の流行などの非常時にあっても、住み慣れた場所で日常生活がおくれ
る仕組みづくりを支援するとともに、自然災害への備えを進めます。

(1) 確保 ①介護の仕事の魅力発信 ②外国人・元気高齢者・障害者など多様な人材の参入促進

(3) 定着 ① 新任、現任職員への定着支援 ② 業務の負担軽減と質の高いケアを実現する介護現場の革新★ ③ 労働環境の改善

(2) 育成 ① 介護分野における滋賀の福祉人の育成 ③ 介護支援専門員の養成と資質の向上 ⑤ 研修の体系化
② 多様なニーズに対応できる介護職員の育成 ④ 外国人介護人材の育成★

第５節 2040年を見据えた着実なサービス提供体制の構築
(1) 居宅サービス（訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所生活介護等）

(2) 地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護等）

(3) 施設サービス（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院等）

(4) 居宅介護支援事業
(5) 共生型サービス
(6) 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

《サービス量の見込みと施設の整備数》

認知症基本法の趣旨を踏まえて施策展開

県の役割
・暮らしを支える滋賀の「医療福祉」の推進という考えのもと市町の取組支援
・人材確保、広域サービス基盤の整備、広域での感染症や災害対応

市町の役割
・地域包括ケアの推進、地域におけるサービス基盤の整備、人材の確保、感染症や災害対応
・保険者として地域の課題を分析し、自立支援・重度化防止に向けた取組を推進

第４章 計画の円滑な推進のために 《推進体制、県の役割、各主体の役割（県民に期待される役割、地域・団体に期待される役割、市町の役割）》

〇自分らしく暮らしたいという本人の思いの尊重と実現

〇保健・医療・福祉が一体となって暮らしを支える「医療福祉」の推進

〇一人ひとりが役割を持ち、支え合いながら暮らす社会の実現

＜大切にしたい視点＞

サービス利用環境
満足度

（R4）医療74.5％
福祉54.3％

（R8）満足度の向上

政策目標

(4) 認知症の人を支える医療・介護の充実

（認知症疾患センターの充実・連携推進、医療・介護人材の資質向上）

(5) 認知症予防・早期発見のための体制の充実

(2)共生のまちづくり
① 地域での共生社会づくり（世代間交流、支え合いの仕組み、介護者本人やその家族等の生活の質の向上★)
② 健康なまちづくり ④ 地域リハビリテーションの推進
③ 地域づくりによる介護予防（保健事業と介護予防等の一体的実施等） ⑤ 安全・安心な滋賀の実現（移動支援、防災・減災★、感染症対策）

(7) その他のサービス（養護老人ホーム・軽費老人ホーム等）

(8) 高齢者が安心して暮らすことのできる住まいの確保
(9) 感染症や災害に強いサービス基盤づくり（災害対策★）

(10) 介護現場の安全性の確保・リスクマネジメントの推進

(4) サービス選択を可能にする仕組みづくり

（介護サービスの情報公表等）

→ 14.8％
→ 13.5％


